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 １  はじめに 
　看護師が訪室時にとった対応が不法行為にあたると
して訴えられた事例を紹介します。

 ２  事案 
　妊娠26週５日の41歳の歯科医の女性Ｘ（腹腔鏡下
子宮筋腫核出術の既往があり、被告病院の麻酔科医と
は事実上の婚姻関係にある）が、平成26年12月23日
午後11時に、腹痛により救急入院し、翌24日午後１時
30分に造影ＣＴで子宮破裂が確認され（胎児は死産）、
その喪失体験から「うつ状態」になったのは、腹痛に
対する検査、処置に過誤があったからだとして病院と
医師２名、そして24日の日勤帯に対応したＹ看護師に
対して、慰謝料3000万円を含む3300万円の、Ｙ看護
師に対しては、訪室時に暴言等の不法行為があったと
してさらに1100万円（合計4400万円）の賠償を求め
て提訴しました。
　裁判所は、医師にも看護師にも過誤はなかったとし
て請求を棄却しましたが、ここではＹ看護師への請求
に絞って紹介します。
　Ｘの主張は、Ｙ看護師が腹痛の内容・原因を把握分
析しようとせずに放置した、医師から詳しい検査のた
めに病室から外来診察室へ移動させるように指示を受
けた際に、「５分も待っている。何とか動けないですか。
動かなければ外来に行って検査ができないですよ。」
等と言って移動をせかせる言動を行い、さらには車い

すに患者一人で移乗するように命じた、無理やり移動
させた、また押し倒す行為等を行い、これが不法行為
にあたるというものでありました。
　これに対し、Ｙ看護師側は、Ｘの主張を否定し、車
いすへの移乗を促す言動は外来診察室に移動して検
査させるためのもので、その目的は正当でＸの名誉を
侵害したり脅迫したりするものではなく、違法ではな
いと反論しました。

 ３  裁判所の判断 
　裁判所は、このＹ看護師が数回にわたって訪室した
経過を詳細に認定しました。すなわち、１回目には車
いすを持参して訪室して、移乗可能か尋ねたがＸが全
く動かないことからリーダーに報告し、２回目には２
名の応援の看護師とともに訪室して移乗を介助しよう
としたが移乗はできず、３回目の訪室時にはＸは座位
であったがそれでも移乗ができなかったので退室し、
４回目は医師とともに訪室し、医師が病室で診察しよ
うとしたが仰臥位がとれずに診察をあきらめ、５回目
には医師２名とＹ看護師が訪室して、臥位に体位変換
させてエコー検査を行ったところ、心音が聴取できず
胎動も消えていました。
　そして、裁判所は、Ｙ看護師は医師の指示に基づい
て移動をさせようとしたもので、そのために移乗等に
伴う痛みに対して覚悟を求めるべく相応の言辞を用い
て説得を試みたとしても不適切とは言えず、違法な言
動があったとは認められないと判断しました（東京地
裁令和元年８月29日判決）。

 ４  まとめ 
　Ｘの主張とＹ側の主張とは大きく違っていますが、
なぜこのような違いが起きたのかは判決文からは窺え
ません。判決文を読んで注目された部分は、Ｙ看護師
が経過をリーダーに報告したり、訪室したときに観察
した状況を看護記録に記述（血圧・脈拍の数値、冷汗
はなし、軽度の吐き気あり、腹部膨満感はなし、腸蠕
動音の亢進はなし、軽度の過換気等の記述）していた
ことです。この記録がＹ看護師の主張の正しさを裏付
けたのではないかという印象を持ちました。ここでも、
記録を取ることの重要性が指摘できます。
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